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株主の皆様へ

第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

（法令および定款に基づくみなし提供事項）

第40期定時株主総会招集ご通知に際して添付すべき書類のうち、法令および定款第15条の規定に基づき、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.ussnet.co.jp）に掲載することにより、「第40

期定時株主総会招集ご通知」から記載を省略した事項は次のとおりでありますので、ご確認くださいますよう

お願い申しあげます。

Ⅰ．事業報告に表示すべき事項

１．会社の新株予約権等に関する事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁
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Ⅱ．連結計算書類の連結株主資本等変動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12頁

Ⅲ．連結計算書類の連結注記表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13頁
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Ⅰ．事業報告に表示すべき事項

１．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の内容等（2020年３月31日現在）

名 称 第 ５ 回 新 株 予 約 権 第 ６ 回 新 株 予 約 権 第 ７ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日
2007年８月28日

（取締役会）

2008年６月25日

（取締役会）

2009年６月24日

（取締役会）

新 株 予 約 権 の 数 347個 404個 698個

新株予約権の目的となる

株 式 の 数

普通株式 34,700株 普通株式 40,400株 普通株式 69,800株

(新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個当たり 64,560円 １個当たり 49,760円 １個当たり 32,620円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て

出 資 さ れ る 財 産 の 価 額
１個当たり 100円 １個当たり 100円 １個当たり 100円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2007

2032

年

年

９

６

月

月

15

30

日

日

から

まで

2008

2033

年

年

７

６

月

月

11

30

日

日

から

まで

2009

2034

年

年

７

６

月

月

10

30

日

日

から

まで

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）１ （注）１ （注）１

役 員 の

保有状況

取 締 役

(社外取締役を除く)

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

328個

32,800株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

382個

38,200株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

659個

65,900株

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 － － －

名 称 第 ８ 回 新 株 予 約 権 第 ９ 回 新 株 予 約 権 第1 0回新株予約権

発 行 決 議 日
2010年６月29日

（取締役会）

2011年６月28日

（取締役会）

2012年６月26日

（取締役会）

新 株 予 約 権 の 数 487個 589個 493個

新株予約権の目的となる

株 式 の 数

普通株式 48,700株 普通株式 58,900株 普通株式 49,300株

(新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個当たり 45,900円 １個当たり 43,600円 １個当たり 58,600円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て

出 資 さ れ る 財 産 の 価 額
１個当たり 100円 １個当たり 100円 １個当たり 100円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2010

2035

年

年

７

６

月

月

16

30

日

日

から

まで

2011

2036

年

年

７

６

月

月

15

30

日

日

から

まで

2012

2037

年

年

７

６

月

月

13

30

日

日

から

まで

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）１ （注）１ （注）１

役 員 の

保有状況

取 締 役

(社外取締役を除く)

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

458個

45,800株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

553個

55,300株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

468個

46,800株

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 － － －

－ 1 －

会社の新株予約権等に関する事項
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名 称 第 1 1回新株予約権 第 1 2回新株予約権 第1 3回新株予約権

発 行 決 議 日
2013年６月25日

（取締役会）

2014年６月17日

（取締役会）

2015年６月16日

（取締役会）

新 株 予 約 権 の 数 363個 240個 224個

新株予約権の目的となる

株 式 の 数

普通株式 36,300株 普通株式 24,000株 普通株式 22,400株

(新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個当たり 93,540円 １個当たり 137,400円 １個当たり 179,500円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て

出 資 さ れ る 財 産 の 価 額
１個当たり 100円 １個当たり 100円 １個当たり 100円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2013

2038

年

年

７

６

月

月

13

30

日

日

から

まで

2014

2039

年

年

７

６

月

月

５

30

日

日

から

まで

2015

2040

年

年

７

６

月

月

４

30

日

日

から

まで

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）１ （注）１ （注）１

役 員 の

保有状況

取 締 役

(社外取締役を除く)

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

323個

32,300株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

211個

21,100株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

196個

19,600株

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 － － －

名 称 第 1 4回新株予約権 第 1 5回新株予約権 第1 6回新株予約権

発 行 決 議 日
2016年６月14日

（取締役会）

2017年６月13日

（取締役会）

2018年６月12日

（取締役会）

新 株 予 約 権 の 数 307個 330個 344個

新株予約権の目的となる

株 式 の 数

普通株式 30,700株 普通株式 33,000株 普通株式 34,400株

(新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株) (新株予約権１個当たり100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個当たり 146,500円 １個当たり 199,500円 １個当たり 178,500円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て

出 資 さ れ る 財 産 の 価 額
１個当たり 100円 １個当たり 100円 １個当たり 100円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2016

2041

年

年

７

６

月

月

２

30

日

日

から

まで

2017

2042

年

年

７

６

月

月

１

29

日

日

から

まで

2018

2043

年

年

７

６

月

月

６

30

日

日

から

まで

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）１ （注）１ （注）１

役 員 の

保有状況

取 締 役

(社外取締役を除く)

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

266個

26,600株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

292個

29,200株

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

304個

30,400株

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 － － －

－ 2 －

会社の新株予約権等に関する事項



2020/05/18 10:34:35 / 19599236_株式会社ユー・エス・エス_招集通知

名 称 第1 7回新株予約権

発 行 決 議 日
2019年６月18日

（取締役会）

新 株 予 約 権 の 数 378個

新株予約権の目的となる

株 式 の 数

普通株式 37,800株

(新株予約権１個当たり100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個当たり 192,100円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て

出 資 さ れ る 財 産 の 価 額
１個当たり 100円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2019

2044

年

年

７

６

月

月

11

30

日

日

から

まで

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）１

役 員 の

保有状況

取 締 役

(社外取締役を除く)

保有者数

保有数

目的となる株式数

７名

338個

33,800株

社 外 取 締 役 －

監 査 役 －

（注）１．新株予約権の主な行使条件は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、当社の取締役（指名委員会等設置会社における執行役を含む。）、監査役および執行役員のいずれの地位をも

喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失

した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から10日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することが

できる。

(2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

２．当社は、2017年２月15日付けで、第５回新株予約権ないし第14回新株予約権の保有者である全ての取締役および執行役員（退任し

た者を除きます。）との間で新株予約権の割当契約書の変更を行い、各新株予約権の行使条件につき、権利行使開始日から「５年

を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる」としていた点を、上記（注）１．(1)のとおり、同日から

「10日を経過する日までの間」に変更しております。

３．2013年10月１日付けで行った普通株式１株を10株とする株式分割により、新株予約権の目的となる株式の数および新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額は調整されております。

－ 3 －

会社の新株予約権等に関する事項
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(2)　当事業年度中に当社の執行役員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容等

名 称 第 1 7 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日
2019年６月18日

（取締役会）

新 株 予 約 権 の 数 40個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 数
普通株式 4,000株

（新株予約権１個当たり100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個当たり 192,100円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て 出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １個当たり 100円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2019

2044

年

年

７

６

月

月

11

30

日

日

から

まで

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）１

交 付 者 数 3名

（注）１．新株予約権の主な行使条件は、上記「(1) 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の内容等」の（注）１．をご参照

ください。

２．当社子会社の役員および使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権はありません。

－ 4 －

会社の新株予約権等に関する事項
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２．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

内部統制システムに関する基本方針

(1) 当社および当社子会社の取締役等（当社においては取締役、当社子会社においては取締役、執行役、業

務執行社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらに相当する者を含む。以下同じ。）

の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①　ＵＳＳグループは、取締役および使用人の企業倫理意識等の向上および法令遵守のため「ＵＳＳ行動・

倫理規範」を含むコンプライアンス・マニュアルを定め、これを周知徹底し、具現化を図る。

②　法令遵守に反する行為等を未然に防止または早期に発見し、是正するための内部通報制度「ＵＳＳ企

業倫理ヘルプライン」を活用し、ＵＳＳグループの取締役および使用人への企業倫理意識等の浸透を図

る。

③　取締役会の意思決定過程の適正性を確保し、経営の監督機能を強化するため、社外取締役および社外

監査役を任用するほか、弁護士等外部専門家を活用する。

④　財務報告の適正性を確保するため、本社集中会計制度を採用、ＵＳＳグループの財務情報等を集中的

に管理し、会計基準その他関連する諸法令を遵守する。

⑤　反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対し

ては、警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、

利益供与は絶対に行わない。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①　取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、ＵＳＳグループの社内規程等に従い、適正に保存および管

理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。

②　取締役の職務分掌、情報の種類等により責任部署を定め、文書または電磁的媒体に記録し保管する。

　特に、電磁的情報については、アクセス権限、セキュリティ対応、バック・アップ体制等、情報管理

統制を強化する。

③　顧客情報、個人情報、インサイダー情報等法令上一定の管理が求められる情報については、取締役お

よび使用人に対して当該法令で要求される管理方法の周知徹底を図る。

④　各事業所・子会社に「リスク・情報管理責任者」を配置し、ＵＳＳグループ内の重要情報が迅速かつ

適切に本社統括本部総務部において把握され、必要に応じて担当取締役または取締役会に報告され検討

される社内体制を確立し、開示すべき会社情報が開示規則に従い適時、適正に開示される体制を構築し

運用する。

⑤　内部監査室は、リスク・情報管理規程および職務分掌に従った管理がなされているか否かをモニタリ

ングし、その状況を担当取締役および監査役（会）に報告するものとする。

－ 5 －

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
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(3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　想定しうる経営戦略、業務運営、コンプライアンス、環境、災害等に係るリスクの発生頻度および発

生した場合の大きさの分析、重大なリスクに関する回避または抑制策の検討、発生した場合の指示命令・

行動基準等ＵＳＳグループ全体のリスク管理体制の構築を図る。

②　リスクは、（ⅰ）事業経営上のリスク、（ⅱ）日常的業務プロセスのリスク、（ⅲ）クライシス・リ

スクに大別し、リスク回避と業務の効率化を図る。

③　会社が把握し認識している事業経営上のリスクについては、リスク情報として有価証券報告書等にお

いてステークホルダーに開示するとともに、取締役会決議等重要な意思決定において十分に斟酌する。

④　各事業所・子会社の「リスク・情報管理責任者」は、必要な情報を迅速かつ適確に本社統括本部総務

部に通報するものとし、内部監査室および監査役は監査の一環としてリスク管理体制をモニタリングす

るものとする。

(4) 当社および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　中期計画、年次予算等のＵＳＳグループ全体の目標については、使用人を含め目標の浸透を図り、各

事業所・子会社が具体的な施策を策定し、目標達成に向け実行する体制を構築する。

②　本社統括本部財務部において各事業所・子会社の月次実績の一元管理、取締役会への報告、予算・実

績対比をすることにより、各事業所・子会社における効率性、目標達成に対する阻害要因を分析し、実

効性ある対策を講ずる。

③　事業規模拡大に対応し、職務執行に携る取締役、執行役員または現場責任者の職務権限、職務分掌を

明確化し効率的かつ実効性ある業務運営体制を構築する。

④　監査役は、取締役の職務の執行における効率性の過度の追求についてもモニタリングを行う。

(5) 当社および当社子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①　本社統括本部財務部では各事業所・子会社それぞれに担当者を配し、月次財務報告を中心に一元管理

と指導を行っている。また、総務・人事については同じく本社統括本部総務部および管理部が、オーク

ション事業については本社オークション運営本部が、情報処理業務については本社システム本部が、オ

ークション事業以外の子会社運営については担当取締役を定め、連携して適正な業務運営の遂行のため

管理・指導を行う。

②　コンプライアンス・マニュアルをＵＳＳグループの全使用人に周知徹底を図るほか、外部独立機関を

利用した内部通報制度「ＵＳＳ企業倫理ヘルプライン」によるコンプライアンス意識の浸透を図る。

③　各事業所・子会社におけるコンプライアンスについては、ＵＳＳグループの事業規模拡大に対応して

効率性を確保しつつコンプライアンス体制の充実を図る。（ⅰ）就業規則、経理規程その他業務管理規

程文書だけでなく（ⅱ）業務処理の多くが依存している情報処理システムにおける情報処理統制を含め

た内部統制システムの継続的整備を図る。
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④　モニタリング体制としては、各事業所・子会社における自主監査報告書の活用のほか、内部監査室お

よび監査役の監査により実効性を確保する。

(6) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　各子会社別に予算管理と月次業績報告により、適切な対策について協議、指導を行うほか、連結子会社

を包含する内部統制システムの構築を図る。

(7) その他当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　当社は、子会社の全てを連結対象とする基本方針のもと、各子会社の自主性を尊重しつつ、ＵＳＳグ

ループの一員として企業理念やコンプライアンス意識の共有、労務、人事、経理、資金管理等業務運営

の共通化を図る。

②　当社の経営方針、経営戦略等と各子会社の方針等との整合性を確保し、各子会社の健全な成長、発展

に資するため当社に担当取締役を定め必要な支援と調整を図る。

③　監査役は、内部監査室および会計監査人と連携し、必要と認めたときは助言、勧告を行う。

(8) 財務報告の適正性を確保するための体制

①　(1)から(6)および(10)のそれぞれの箇所に記載のとおり、連結子会社を含めたＵＳＳグループ全体の

内部統制の構築と運用を図る。

②　「財務報告の信頼性」という目的だけに限らず、内部統制の他の目的（「業務の有効性・効率性」、

「業務活動に関わる法令等の遵守」および「資産の保全」）にも配慮するものとする。

③　「決算・財務報告プロセスに係る内部統制」は、財務報告に直結し、重要な影響を与えるプロセスで

あるため、連結子会社についてもグループ共通の統制となるよう構築する。

(9) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役から求められた場合には、必要な監査役スタッフを選任し、監査役業務の補助をさせるものとす

る。

(10) 前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　前号に定める監査役スタッフは、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関し

て取締役、使用人の指揮命令を受けない。

②　専任監査役スタッフを置く場合には、その者に対する発令・異動・考課・懲戒については、事前に監

査役（会）の同意を得るものとする。
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(11) 当社および当社子会社の取締役等および使用人（当社子会社においては監査役を含む。）が監査役に報

告するための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

①　当社は、各事業所・子会社の財務・経理・総務・人事にわたり本社統括本部（財務部、総務部および

管理部）において一元管理を行う体制を採用しており、ＵＳＳグループの重要情報は全て本社統括本部

で掌握され、監査役および監査役会に報告される仕組みになっている。

②　内部通報制度「ＵＳＳ企業倫理ヘルプライン」を設置し、本社統括本部を通じて監査役および監査役

会に報告される仕組みになっている。

③　当社および当社子会社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを行うことのないよう社内体制の整備に努め、監査役はかかる体制が適切に整備されているかど

うかのチェックを行う仕組みになっている。また、法令違反行為または不正行為につき相談または通報

した者に対し、当該相談または通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わないとの仕組みになっ

ている。

④　上記①、②の仕組みが円滑かつ効果的に運用される体制を強化する。

(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、予め予算を計上することができる。また、監査

役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。

(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役会で定めた「監査役監査基準」および「内部統制システムに係る監査の実施基準」に従い監査

を実行するほか、取締役会その他重要会議に出席し、意見を述べる。

②　監査役の職務分担を明確にし、効率化を図るとともに監査役会で意思統一を図る。

③　代表取締役、社外取締役、内部監査室および会計監査人と定期的に意見交換を行う。
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当社の運用状況の概要

(1) コンプライアンスに関する取組み

　全役員および使用人の行動の基本原則として「ＵＳＳ行動・倫理規範」を取締役会で定め、ＵＳＳグル

ープの全役員および使用人に周知するとともに、適宜社内研修を通じてその浸透を図るよう努めておりま

す。

　使用人が違法行為等のリスク情報を入手した場合の通報窓口として、外部機関により運営されている「Ｕ

ＳＳ企業倫理ヘルプライン」を設置しております。取締役会は、「ＵＳＳ企業倫理ヘルプライン」に相談・

報告された重要なリスク情報の報告を受けるほか、定期的にその運用状況の確認を行っています。また、

使用人がヘルプラインによりリスク情報を通報したことを理由に、不利益な取扱いを一切受けないことを、

ＵＳＳグループは「内部通報制度に関する規程」により明確に規定しております。

(2) 取締役の職務の執行の適正性および効率性の確保

　取締役による監督機能の強化と迅速な意思決定を目的として、取締役の員数の適正化および社外取締役

の登用を行うとともに、執行役員制度を導入しております。

　取締役会は当期において８回開催いたしました。取締役会の審議資料は事前配布して、出席者が十分な

準備を行なえるように配慮しており、取締役会においては、法令等で定められた事項や経営方針、予算の

策定等経営に関する重要な事項を決定し、月次業績の予算実績の分析、評価、対策を検討するとともに、

上程された各事項について、法令、定款等への適合性および業務の適正性の観点から審議いたしました。

(3) 子会社管理体制の整備

　当社の取締役および執行役員が子会社の役員に就任し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行わ

れていることを監督しております。また、当社は、子会社管理に関する規程として「関係会社管理規程」

を定め、子会社における経営上の重要な意思決定等の事前承認事項に係る事前承認を行うなど、ＵＳＳグ

ループにおける業務執行の効率的なモニタリングを実施しております。

(4) 監査役の監査が実効的に行われることの確保

　内部監査室の従業員が監査役の職務の補助を行っており、また、当社では、監査役が代表取締役をはじ

めとする各取締役および経営陣、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に意見交換を行う機会を設けて

おります。

(5) 内部監査の実施状況

　当社の内部監査規則に基づき内部監査室が作成した監査計画に則り、当社および当社子会社が、法令、

定款、社会規範、社内規程に従い適正な企業活動を行っているか、また、業務フローにおいて適切な牽制

が働いているか否かを、監査役会との相互協力の上、書類の閲覧および実地調査等の方法により監査して

おります。
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３．株式会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、なにより当社の企業価値・株主共同の利

益を確保・向上させていくことが可能な者である必要があると考えています。

　ＵＳＳグループは、経営理念を①公正な市場の創造、②会員との共生、③消費者への奉仕、④株主への

還元、⑤社員の尊重、⑥地域への貢献と定めています。この理念のもとに、事業を推進していくことが、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えています。

　また、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付

行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えて

おり、当社株式に対する大規模な買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上および

株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主や会社に対して、買付に係る提

案内容や代替案を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑

み、当社の企業価値・株主共同の利益に対する侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式等の売却を

事実上強要するおそれのあるもの、買付条件が当社の企業価値・株主共同の利益に鑑み不十分または不適

当であるもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。

　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者

として不適切であると考えています。

(2) 基本方針の実現に資する取組み

　当社は、上記の基本方針を実現するため、経営理念のもとに、事業を推進していくことに加え、以下の

とおりコーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。

　ＵＳＳグループでは、健全で持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめとするステークホルダーから

の社会的信頼に応えていくことを企業経営の基本的使命と位置づけており、その実現のための重要施策と

して、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。

　当社取締役会では、ＵＳＳグループの事業に精通した取締役と、独立性の高い社外取締役による審議を

通して、意思決定の迅速性と透明性を高めています。また、社外監査役を含む監査役による監査を通して、

取締役の職務執行の適法性、効率性、合理性、意思決定プロセスの妥当性等を厳正に監視・検証し、経営

に対する監査機能の充実を図っています。

　ＵＳＳグループでは、コンプライアンスの基本原則を「ＵＳＳ行動・倫理規範」として定めており、取

締役が率先して企業倫理の遵守と浸透にあたっています。また、財務報告の信頼性の確保および意思決定

の適正性の確保などを含めた「ＵＳＳグループ内部統制システム」を定めており、ＵＳＳグループの業務

が適正かつ効率的に実施されることを確保するための内部統制システムを整備しています。

　内部統制システムの有効性については、内部監査担当部署が年間計画に基づき内部監査を実施し、重要

な事項について取締役会および監査役に報告しています。
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(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

　当社は、2006年５月16日開催の取締役会において、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益

の確保・向上の取組みとして、大規模買付行為により当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益

が毀損されることを未然に防止するため、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導

入することを決議いたしました。その後、かかる買収防衛策は、2009年６月24日開催の第29期定時株主総

会および2012年６月26日開催の第32期定時株主総会において、それぞれ、その一部を変更の上継続するこ

とについて株主の皆様のご承認を頂きました（以下、2012年６月26日開催の第32期定時株主総会において

株主の皆様にご承認頂いたプランを「本プラン」といいます。）。

　当社は、2015年６月30日をもって有効期間満了を迎える本プランの取扱いについて検討した結果、現在

の経営環境を前提とすると、本プランを継続することが必要不可欠なものではないと判断し、2015年５月

13日開催の取締役会において、かかる有効期間満了をもって本プランを継続しないことを決議しました。

　もっとも、当社は、本プランの有効期間満了後も引き続き、当社株式に対して大規模な買付行為や買付

提案を行おうとする者に対しては、関係する法令に従い、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判

断するための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株

主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めるなど、適宜適切な措置を講じてまいります。

(4) 基本方針の実現に資する取組みについての取締役会の判断

　当社は、上記基本方針を実現するための取組みとして上記(2)および(3)の取組みを進めることにより、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上につなげられると考えていると同時に、当社の企業価値・

株主共同の利益に資さない大規模な買付行為や買付提案を行うことは困難になるものと考えています。ま

た、大規模な買付行為や買付提案を行う者が現れた場合も、その是非を株主の皆様が適切に判断するため

の必要かつ十分な情報および時間の確保に努めるなど、適切な措置を講じてまいります。したがって、上

記(2)および(3)の取組みは基本方針に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではない

と判断しております。
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Ⅱ．連結計算書類の連結株主資本等変動計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 18,881 18,913 198,940 △49,448 187,287

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △12,920 － △12,920

親会社株主に帰属する当期純利益 － － 20,634 － 20,634

自 己 株 式 の 取 得 － － － △7,641 △7,641

自 己 株 式 の 処 分 － △1 － 227 225

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － △1 7,714 △7,413 298

当 期 末 残 高 18,881 18,911 206,654 △56,861 187,585

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権
非支配株主
持 　 　 分

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 60 △5,633 △15 △5,588 423 1,412 183,535

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △12,920

親会社株主に帰属する当期純利益 － － － － － － 20,634

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △7,641

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － 225

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△57 － 0 △57 70 133 146

連結会計年度中の変動額合計 △57 － 0 △57 70 133 445

当 期 末 残 高 2 △5,633 △15 △5,646 494 1,546 183,980

－ 12 －
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Ⅲ．連結計算書類の連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　10社

主要な連結子会社については「第40期　定時株主総会招集ご通知」の「事業報告　１．企業集団の現況に関する事

項　(7) 重要な親会社および子会社の状況　②　重要な子会社の状況」に記載しております。

②　連結の範囲の変更

当社の連結子会社である株式会社アビヅは、2019年４月25日付けで三井住友ファイナンス＆リース株式会社の子会

社であるＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社と合弁で株式会社ＳＭＡＲＴを設立したため、同社を連結の範囲に含

めております。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用する非連結子会社および関連会社はありません。

②　持分法を適用していない関連会社数　　　　　　　　４社

　PT.JBA Indonesia、JBA Philippines,Inc.、株式会社プラ２プラおよびＳＢＩオートサポート株式会社であります。

　この４社は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

－ 13 －
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準および評価方法

(ｲ) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法

(ﾛ) たな卸資産の評価基準および評価方法　　　　　　　総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　ただし、車両については個別法に基づく原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、

リサイクル事業の製品については売価還元原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ｲ) 有形固定資産および投資不動産　　　　　　　　　　定率法

（リース資産を除く）　　　　　　　　　　　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備および構築物については定額法によっております。

(ﾛ) 無形固定資産（リース資産を除く）　　　　　　　　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能

期間（５年）、借地権については利用可能期間（31～34年）、

顧客関連資産については効果の及ぶ期間（14～15年）に基づ

く定額法によっております。

(ﾊ) リース資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

(ｲ) 貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計

上しております。

一般債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸倒実績率法

貸倒懸念債権および破産更生債権等　　　　　　　財務内容評価法

(ﾛ) 賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上しております。

－ 14 －

連結計算書類の連結注記表



2020/05/18 10:34:35 / 19599236_株式会社ユー・エス・エス_招集通知

④　退職給付に係る会計処理の方法

(ｲ) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

(ﾛ) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(ﾊ) 未認識数理計算上の差異の会計処理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給

付に係る調整累計額に計上しております。

(ﾆ) 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　のれんの償却方法および償却期間

のれんは、その効果が及ぶ合理的な償却期間を見積り、５年または20年間で均等償却をしております。

⑥　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法　　　　　　　　　　　　　　　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

①　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「預り保証金整理益」は、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「預り保証金整理益」は43百万円であります。

②　前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「減損損失」は、特別損失の総額の100

分の10を超えたため、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「減損損失」は３百万円であります。
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３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産および担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物及び構築物 556百万円

土地 2,456百万円

　　計 3,013百万円

②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 220百万円

長期借入金 2,420百万円

　　計 2,640百万円

（注）当社の連結子会社である株式会社アビヅの銀行借入に係る債務であります。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 49,170百万円

投資不動産の減価償却累計額 480百万円

(3) 土地の再評価

　当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

っております。当該評価差額にかかる税金相当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方税法第341条

第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △772百万円

(4) 国庫補助金等

　国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用にともない、固定資産の取得価額から直接控除している圧縮記帳

累計額は、建物及び構築物10百万円、器具及び備品３百万円、土地161百万円であります。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 313,250,000株 －株 －株 313,250,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

(ｲ) 2019年６月18日開催の第39期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 6,532百万円

・１株当たり配当額 25円80銭

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月19日

（注）配当金の総額は、「ＵＳＳ従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」といいます。）が保有する株主名

簿上の当社株式123千株に対する配当金３百万円を含めて記載しております。

(ﾛ) 2019年11月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 6,387百万円

・１株当たり配当額 25円60銭

・基準日 2019年９月30日

・効力発生日 2019年12月11日

（注）配当金の総額は、従持信託が保有する株主名簿上の当社株式54千株に対する配当金１百万円を含めて記載し

ております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの

・配当金の総額 7,436百万円

・１株当たり配当額 29円80銭

・基準日 2020年３月31日

・効力発生日 2020年６月24日

・配当の原資 利益剰余金
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(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

目的となる株式の種類および数 付 与 日

第５回新株予約権 普 通 株 式 34,700株 2007年９月14日

第６回新株予約権 普 通 株 式 40,400株 2008年７月10日

第７回新株予約権 普 通 株 式 69,800株 2009年７月９日

第８回新株予約権 普 通 株 式 48,700株 2010年７月15日

第９回新株予約権 普 通 株 式 58,900株 2011年７月14日

第10回新株予約権 普 通 株 式 49,300株 2012年７月12日

第11回新株予約権 普 通 株 式 36,300株 2013年７月12日

第12回新株予約権 普 通 株 式 24,000株 2014年７月４日

第13回新株予約権 普 通 株 式 22,400株 2015年７月３日

第14回新株予約権 普 通 株 式 30,700株 2016年７月１日

第15回新株予約権 普 通 株 式 33,000株 2017年６月30日

第16回新株予約権 普 通 株 式 34,400株 2018年７月５日

第17回新株予約権 普 通 株 式 37,800株 2019年７月10日

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　ＵＳＳグループは、資金運用については余資の範囲内で行い、安全性の高い金融資産で運用しております。また、設

備投資計画に照らして必要な資金を銀行借入により調達します。デリバティブは資金調達または運用における金利変動

等のリスクを回避することを目的とするものに限定し、投機的な取引は行いません。

営業債権であるオークション貸勘定は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの

期日管理および残高管理をするとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　有価証券は合同運用指定金銭信託であり、短期的な余資の運用目的で保有しております。投資有価証券は株式であり、

純投資目的および事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスクおよび金利の変動リスク、

市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の状況等を把握し、保有状況を継続的に見直してお

ります。

営業債務であるオークション借勘定は、短期間に支払期日が到来するものであります。

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価

額が変動することもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるもの（（注）２．参照）および重要性が乏しいものについては、次表に

は含めておりません。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

①　現金及び預金 50,729 50,729 －

②　オークション貸勘定 5,603 5,603 －

③　有価証券および投資有価証券

その他有価証券 6,305 6,305 －

資産計 62,637 62,637 －

①　オークション借勘定 8,721 8,721 －

負債計 8,721 8,721 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

資産

①　現金及び預金

　これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

②　オークション貸勘定

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

③　有価証券および投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格に、合同運用指定金銭信託は短期間で決済されるため当該帳簿価額によ

っております。

　また、有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
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その他有価証券における種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額およびこれらの差額は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

種 類 連結貸借対照表計上額 取 得 原 価 差 額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 199 133 65

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 199 133 65

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 105 168 △62

(2) 債券 － － －

(3) その他 6,000 6,000 －

小計 6,105 6,168 △62

合計 6,305 6,301 3

※　１．上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２．当連結会計年度において、保有目的が変更になった有価証券はありません。

３．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、減損処理を行ったものはありません。

負債

①　オークション借勘定

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（注）２．関連会社株式（連結貸借対照表計上額278百万円）および非上場株式（連結貸借対照表計上額43百万円）は、市場

価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、「③有価証券および投資有価証券」には含めておりません。

（注）３．金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１ 年 以 内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10　　 年　　 超

現金及び預金 50,729 － － －

オークション貸勘定 5,603 － － －

その他有価証券 6,000 － － －

合計 62,332 － － －

６．賃貸等不動産に関する注記

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

－ 20 －
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 729円12銭

(2) １株当たり当期純利益 82円44銭

（注）従持信託が所有する当社株式を、発行済株式総数から控除する自己株式に含めて計算しております。当該信託が

所有する当社株式の期末株式数は信託に残存するすべての株式の売却が終了したため該当事項はございません。

なお、期中平均株式数は49千株であります。

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

９．その他の注記

（減損損失）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

①　減損損失を認識した資産および減損損失計上額

場所 用途 種類
減損損失計上額

（百万円）

東京都江戸川区

（株式会社ジェイ・エー・エー）
その他 のれん 3,863

宮城県仙台市

（ラビット仙台バイパス店）
処分予定資産 建物、構築物 7

埼玉県上尾市

（ラビット17号上尾緑丘店）
処分予定資産 建物、構築物 2

②　減損損失を認識するに至った経緯

当社の連結子会社である株式会社ジェイ・エー・エーの株式取得時に超過収益力としてのれんを計上しておりまし

たが、業績が当初予定していた事業計画を下回って推移したことから、当連結会計年度においてのれんの未償却残高

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

また、ラビット仙台バイパス店およびラビット17号上尾緑丘店は、店舗の移転を決定したため、資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

③　資産をグループ化した方法

当社グループは、のれんについては継続的に収支を把握している事業単位ごとに、処分予定資産については店舗ご

とにグルーピングを行っております。

④　回収可能価額の算定方法

当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しております。株式会社ジェイ・エー・

エーののれんの正味売却価額は同社の土地および建物に対する不動産鑑定評価を基に算定しており、ラビット仙台バ

イパス店およびラビット17号上尾緑丘店は使用価値により測定しております。なお、使用価値は、予想される使用期

間が短期であるため割引計算は行っておりません。
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（追加情報）

(1) 信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける会計処理

当社は、従業員の福利厚生の充実および当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として従業員持株

会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

信託型従業員持株インセンティブ・プラン

取引の概要

当社は、ＵＳＳグループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的とし

て、本プランを2017年３月より再導入しております。

本プランでは、当社が信託銀行に従持信託を設定し、従持信託は、設定後３年間にわたり持株会が取得すると

見込まれる数の当社株式を市場より予め取得し、その後、信託終了まで毎月持株会へ売却します。なお、従持信

託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証による銀行借入を行っております。

信託終了時点において、持株会への当社株式の売却を通じて従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合に

は、当社株式売却益相当額が信託残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落に

より従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産

限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。

この従持信託は2020年１月に終了しております。従持信託が借入債務を完済し、当社による保証債務の履行は

ありません。

(2) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅳ．計算書類の株主資本等変動計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計特別償却

準 備 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 18,881 4,583 9,921 14,504 370 82 200,795 201,248 △49,448 185,186

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩 － － － － － △41 41 － － －

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △12,920 △12,920 － △12,920

当 期 純 利 益 － － － － － － 28,162 28,162 － 28,162

自己株式の取得 － － － － － － － － △7,641 △7,641

自己株式の処分 － － △1 △1 － － － － 227 225

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

当事業年度中の変動額合計 － － △1 △1 － △41 15,284 15,242 △7,413 7,827

当 期 末 残 高 18,881 4,583 9,919 14,503 370 41 216,079 216,491 △56,861 193,013

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 60 △5,633 △5,573 423 180,036

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩 － － － － －

剰 余 金 の 配 当 － － － － △12,920

当 期 純 利 益 － － － － 28,162

自己株式の取得 － － － － △7,641

自己株式の処分 － － － － 225

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

△57 － △57 70 12

当事業年度中の変動額合計 △57 － △57 70 7,839

当 期 末 残 高 2 △5,633 △5,631 494 187,876
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Ⅴ．計算書類の個別注記表

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

(ｲ) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法

(ﾛ) たな卸資産の評価基準および評価方法

商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　ただし、車両については個別法に基づく原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法に基づく原価法

　ただし、車両については個別法に基づく原価法

(2) 減価償却資産の減価償却の方法

(ｲ) 有形固定資産および投資不動産　　　　　　　　　　定率法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

および構築物については定額法によっております。

(ﾛ) 無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期

間（５年）、借地権については利用可能期間（34年）に基づく

定額法によっております。

－ 24 －
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(3) 引当金の計上基準

(ｲ) 貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上

しております。

一般債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸倒実績率法

貸倒懸念債権および破産更生債権等　　　　　　　財務内容評価法

(ﾛ) 賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しております。

(ﾊ) 退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に

よっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して

おります。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法　　　　　　　　　　　　　　　税抜方式を採用しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 43,040百万円

投資不動産の減価償却累計額 1,214百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記したものを除く）

短期金銭債権 233百万円

短期金銭債務 623百万円

長期金銭債務 18百万円

(3) 土地の再評価

　第22期（2002年３月期）において「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事

業用の土地の再評価を行っております。当該評価差額にかかる税金相当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方税法第341条

第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △772百万円

(4) 国庫補助金等

　国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用にともない、固定資産の取得価額から直接控除している圧縮記帳

累計額は、建物10百万円、器具及び備品３百万円、土地161百万円であります。

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 898百万円

営業費用 2,739百万円

営業取引以外の取引高 3,677百万円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類および株式数

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 増 加 株 式 数 減 少 株 式 数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 60,174,839株 3,661,820株 119,400株 63,717,259株

（注）１．当事業年度期首の株式数には、従持信託が所有する当社株式115,100株が含まれておりますが、当事業年度末の

株式数は信託に残存するすべての株式の売却が終了したため該当事項はございません。

２．普通株式の自己株式の増加株式数3,661,820株の内訳は次のとおりであります。

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 3,661,700株

単元未満株式の買取りによる増加 120株

３．普通株式の自己株式の減少株式数119,400株の内訳は次のとおりであります。

従持信託から持株会への売却による減少 115,100株

ストックオプションの行使による減少 4,300株

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

①　賞与引当金損金算入限度超過額 139百万円

②　未払事業税否認 279百万円

③　未払金否認 38百万円

④　株式報酬費用否認 149百万円

⑤　減損損失否認 224百万円

⑥　資産除去債務 82百万円

⑦　退職給付引当金否認 147百万円

⑧　その他 122百万円

繰延税金資産合計 1,184百万円

繰延税金負債との相殺 △33百万円

繰延税金資産の純額 1,150百万円

繰延税金負債

①　その他有価証券評価差額金 1百万円

②　資産除去債務 14百万円

③　特別償却準備金 18百万円

繰延税金負債合計 33百万円

繰延税金資産との相殺 △33百万円

繰延税金負債の純額 －百万円
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６．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社等

種 類
会 社 等 の
名称または
氏 名

所 在 地

資本金
または
出資金

（百万円）

事 業 の
内 容
ま た は
職 業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

子会社
株式会社
ユー・エス
物流

愛知県
東海市

30
貨物自動
車陸送サ
ービス

直接100 業務委託 業務委託取引 2,217 未払金 255

（注）１．株式会社ユー・エス物流への業務委託取引については、市場価格を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

２．取引金額欄には消費税等を含めておりません。期末残高欄には消費税等を含めております。

(2) 役員および個人主要株主等

種 類
会 社 等 の
名称または
氏 名

所 在 地

資本金
または
出資金

（百万円）

事 業 の
内 容
ま た は
職 業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

当社代表取締役安藤
之弘が議決権の過半
数を所有している会
社

株式会社
昭和

愛知県
名古屋市
緑区

10
自動車販
売業

－
オークション
取引

オークション
関連取引

15 オークション借勘定 0

当社取締役増田元廣
が議決権の過半数を
所有している会社

株式会社
マスダオー
ト

埼玉県
三郷市

10
自動車販
売業

－
オークション
取引

オークション
関連取引

42
オークション借勘定

売掛金

9

0

当社取締役三島敏雄
が議決権の過半数を
所有している会社

株式会社
メトコス

福岡県
粕屋郡

13
自動車販
売業

－
オークション
取引

オークション
関連取引

57

オークション借勘定

預り保証金

売掛金

4

0

0

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方式

オークション関連取引については、当社オートオークション規則により、一般会員と同様の取引条件によってお

ります。

２．取引の内容欄における「オークション関連取引」については、出品手数料、成約手数料、落札手数料およびその

他のオークション関連取引を記載しております。

３．取引金額欄には消費税等を含めておりません。期末残高欄には消費税等を含めております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 750円93銭

(2) １株当たり当期純利益 112円53銭

（注）従持信託が所有する当社株式を、発行済株式総数から控除する自己株式に含めて計算しております。当該信託が

所有する当社株式の期末株式数は信託に残存するすべての株式の売却が終了したため該当事項はございません。

なお、期中平均株式数は49千株であります。

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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９．その他の注記

（追加情報）

(1) 信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける会計処理

連結注記表「９．その他の注記 （追加情報） (1) 信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける会計処理」

をご参照ください。

(2) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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